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WHO（1989）は，緩和ケアを「治癒を目的とした治療
に反応しなくなった疾患をもつ患者に対して行われる積極
的で全体的なケアであり，痛みのコントロール，痛み以外
の諸症状のコントロール，心理的な苦痛，社会的な問題，
スピリチュアルな問題の解決が重要な課題となる」と定義
している。緩和ケアの目的は，患者とその家族ができる限
り良好な QOL を実現できるように，患者が家族とともに
死に向かってよりよい準備ができるように援助することで
ある。また，緩和ケアの最終目標は，苦痛緩和ではなく
QOL を向上させることにある。進行がん患者ではその 3
分の 2以上に痛みが生じ，がんの痛みの治療を主軸とした
緩和ケア，つまり患者の身体的苦痛の軽減が最優先とされ
る。
1977 年，日本における最初の緩和ケアに関する研究会
として「日本死の臨床研究会」が発足し，1981 年には「聖
隷三方原病院」に院内独立型のホスピスが誕生した。1990
年 4 月，当時の厚生省は「緩和ケア病棟入院料」を設け，
国が医療保険制度内に緩和ケア病棟を認定後，緩和ケア病
棟は急速に増加し，2007 年 9 月現在，緩和ケア病棟承認
施設として 175 施設，3,362 床が認定されている（日本ホ
スピス緩和ケア協会，2007）。また，緩和ケアにおいては
家庭が最善の場所であることが重視され，がん患者の在宅
医療や在宅看護支援システムも積極的に導入されている。
1998 年には緩和ケア領域の認定看護師制度として，ホス
ピスケア（現 :緩和ケア）認定看護師，がん性疼痛看護認

定看護師が創設された。
一方，中国では，緩和ケアは「姑息治療」と称されてい
る。1980 年代に緩和ケアが中国に導入され，1987 年に中
国で初めての末期がん患者を対象とする「安徽 瘤康复医
院」が安徽省に設立された。1994 年には緩和ケア専門機
構「姑息治療専門委員会」が発足し，姑息治療も 1999 年
から実施されている（劉，2007）。現在，中国のがん患者
は約 200 万人であるが，緩和ケア病院は非常に少なく，ま
た経営も困難であり，患者のニーズを満たせていないのが
現状である。経済的な理由から入院できない患者や適切な
治療を受けられない患者は，自宅で最期を迎えざるをえ
ず，また，日本のような在宅医療や訪問看護制度も普及し
ていない。
日本では医療保険制度が完備されており，国民皆保険に
より誰も差別なく，比較的高度な水準の医療サービスをど
こででも受けられる。2006 年の介護保険の見直しで，40
～ 64 歳の末期がん患者も介護保険の給付対象となった。
一方，中国は発展途上国であり医療保険制度がまだ十分に
は完備されておらず，政府によるがん患者への経済的な援
助もない。このため，経済的な理由から適切な治療を受け
られない場合もあり，特に農村で生活する多くの農民には
深刻な問題となっている。このような社会的背景のなかで
は，末期がん患者に対する積極的治療を普及させるのでは
なく，QOL を向上させるための緩和ケアを充実させるこ
とができれば，それは経済的にも有効と考える。
本研究の目的は，文献や資料から日本と中国における緩
和ケアの現状を分析すると同時に，国立看護大学校研修部
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